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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に 

関する法律案（仮称）について 

 

１ 法律案の概要 

 ○ 内閣府において「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金

口座の登録等に関する法律案（仮称）」を検討中であり、今国会に提出予定で

ある。 

○ 本法律案は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図るため、 

① 各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する

ことができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政

機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の

提供を求めることができることとするとともに、 

② 特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報について個人番号

を利用して管理できることとする 

等の措置を講ずるものである。 

○ 上記②の特定公的給付とは、特に迅速かつ確実な実施を図る必要があるも

のに限定するため、個別の法律の規定によらない公的給付のうち 

① 国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは

感染症が発生した場合に支給されるもの又は 

② 経済事業の急激な変動による影響を緩和するために支給されるもの 

として内閣総理大臣が指定するもの 

  ※ 給付主体、支給要件等は指定があるまでは定まらない。 

 

２ 当委員会へ関係する事項 

 ○ 特定公的給付の支給に当たって、給付主体は、個人番号を利用した情報の管

理ができることとなり、特定個人情報ファイルを保有することとなるため、特

定個人情報保護評価を実施する必要がある。 

 ○ 特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有する前に実施する

ことを原則としているが、特定公的給付については、①内閣総理大臣が特定

公的給付の指定を行うまでは、給付主体、支給要件が定まらず、給付主体が

取り扱う特定個人情報等を事前に特定することができないこと、②法律案の

目的からして支給を迅速に実施すべきものであること、から、給付主体が特

定個人情報保護評価を事前に実施することが困難である場合には、特定個人

情報保護評価に関する規則第９条第２項の規定（緊急時の事後評価）の適用

対象となり得るものと考えられる。 

資料５ 
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＜参照条文＞ 

○ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関す

る法律案（仮称）（抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授

受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、

当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情

報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の支給を実

施するための基礎とする情報について個人番号を利用して管理できることとす

る等により、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図ることを目的とす

る。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「行政機関の長等」とは、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七

号。次条第三項第四号において「番号利用法」という。）第二条第十四項に規

定する行政機関の長等をいう。 

２ この法律において「公的給付の支給等」とは、次に掲げるもののうち、行政

機関の長等が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるように

する必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。 

一 公的給付（国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事

業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することと

されている給付（給与その他対価の性質を有するものを除く。）をいう。第十

条において同じ。）の支給 

二～四 （略） 

３～６ （略） 

 

（特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理） 

第十条 行政機関の長等は、特定公的給付（個別の法律の規定によらない公的給

付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若し

くは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事情の急激な変動による

影響を緩和するために支給されるものとして内閣総理大臣が指定するものをい

う。）の支給を実施しようとするときは、支給要件の該当性を判定する必要が

ある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎と

する情報を個人番号を利用して管理することができる。 
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○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成二十五年法律第二十七号）（抄） 

（定義） 

第二条 （略） 

２～１３ （略） 

１４ この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長

等（行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する

地方独立行政法人をいう。以下同じ。）及び地方公共団体情報システム機構

（以下「機構」という。）並びに第十九条第七号に規定する情報照会者及び情

報提供者並びに同条第八号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関

係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。）の使用に係る電子計算機を

相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内

容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第七

号又は第八号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条

第一項の規定に基づき総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。 

１５ （略） 

 

（特定個人情報保護評価） 

第二十八条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル（専ら当該行政機関の長

等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録す

るものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条にお

いて同じ。）を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有す

る前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評

価した結果を記載した書面（以下この条において「評価書」という。）を公示

し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについ

て、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同

様とする。 

一～七 （略） 

２～６ （略） 
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○ 特定個人情報保護評価に関する規則（平成二十六年特定個人情報保護委員会

規則第一号）（抄） 

（公示の時期） 

第九条 行政機関の長等は、法第二十八条第一項の規定による評価書の公示を行

うに当たっては、指針で定めるところにより、当該評価書に係る特定個人情報

ファイルが電子情報処理組織により取り扱われるものであるときは、当該特定

個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織を構築する前

に、当該評価書に係る特定個人情報ファイルが電子情報処理組織により取り扱

われるものでないときは、当該特定個人情報ファイルを取り扱う事務を実施す

る体制その他当該事務の実施に当たり必要な事項の検討と併せて行うものとす

る。第五条第一項の規定による基礎項目評価書の提出、第六条第一項の規定に

よる重点項目評価書の提出及び第七条第一項の規定による評価書の公示を行う

場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により緊急に特定個

人情報ファイルを保有する又は特定個人情報ファイルに重要な変更を加える必

要がある場合は、行政機関の長等は、当該特定個人情報ファイルを保有した後

又は当該特定個人情報ファイルに重要な変更を加えた後速やかに法第二十八条

第一項の規定による評価書の公示を行うものとする。第五条第一項の規定によ

る基礎項目評価書の提出、第六条第一項の規定による重点項目評価書の提出及

び第七条第一項の規定による評価書の公示を行う場合も、同様とする。 


